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新型コロナウイルス感染症により経済活動に影響を受けた農林水産業者を対象に、
経営回復や生産・販売体制の強化を支援するための事業の募集を開始します

補助対象取組例

補助率・補助上限額など

募集期間

①新技術導入、 畜産物の品質向上等

②新商品の試作・開発

③新たな販路の開拓や代替販路への出荷等

• 新技術導入に必要な機械や設備に係る経費
• 畜産物の品質向上に役立つオレイン酸等の成分や
飼料分析費用、品質向上に係る資材 等

• 新商品の試作・開発や、その製品の成分や衛生検査等各種分析経費
• 開発した新商品のチラシやポスター等の販売促進資材作成費用 等

• ＥＣサイト開設やチラシ等の資材、自動販売機の導入等、販売促進活動経費
• 新たな販路開拓のための商談や商談会等への出展料 等

１次の受付にて予算額に達した場合、２次の受付は実施しない可能性があります。

ご不明な点は家畜保健衛生所にお問い合わせください。

１次：令和４年４月１１日（月）から５月３１日（火）
２次：令和４年６月１５日（水）から７月２９日（金）

事業実施に係る費用の２／３以内(上限額：２０万円)

令和４年１月２７日（木）から１０月５日（水）

事業実施期間


